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    記事番号： 1-374

  

  
    公開日 2016年01月29日

  



      
      
  　四国電力伊方原子力発電所の再稼働の賛否を問う八幡浜市住民投票条例制定を求める直接請求について、次のとおり経過をお伝えします。

 

	年月日	内　　容
	平成27年10月29日	条例制定請求代表者から市長に、代表者証明書の交付申請がありました。
	平成27年11月2日	市長は、請求代表者が八幡浜市選挙人名簿に登録されていることを確認したので、条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。（八幡浜市告示第129号）
	
平成27年11月3日

～

平成27年12月2日

	条例制定請求代表者による有権者の50分の1以上の署名を集めるための署名収集期間
	
平成27年12月7日

	条例制定請求代表者から選挙管理委員会に、署名簿が提出されました。
	 平成27年12月21日	
選挙管理委員会は、署名簿の縦覧を以下のとおり行う旨を告示しました。（八選告示第16号）

　縦覧期間　平成27年12月23日から同年12月29日まで

　縦覧時間　午前8時30分から午後5時まで

　縦覧場所　八幡浜市北浜一丁目1番1号

　　　　　　八幡浜市役所八幡浜庁舎2階202会議室


	平成27年12月22日	
選挙管理委員会は、署名簿を審査し、署名の効力について決定しました。（八選告示第17号）

　署名し印を押した者の総数　　11,176人

　有効署名の総数　　　　　　　　9,830人

　審査期間　平成27年12月8日から同年12月22日（15日間）


	平成27年12月30日	
12月23日から29日の期間に、381件の無効と決定した署名に対して、有効にすることを求める異議申出が提出されました。

なお、異議については、提出日の翌日から14日以内に決定を行います。


	平成28年1月8日	
平成27年12月26日及び28日に提出された異議について決定し、署名の証明を修正する旨を告示しました。（八選告示第1号）

　異議のあった署名数　381件 　

　内、異議を棄却した署名数　272件 　

　内、異議を容認し、無効を有効と決定した署名数　109件

選挙管理委員会は、署名簿の効力を確定し、有効署名の総数を告示しました。（八選告示第2号）

　有効署名の総数　9,939人（109人の増）


	 平成28年1月13日	選挙管理委員会は、署名簿を条例制定請求代表者に返付しました。
	 平成28年1月18日	条例制定請求代表者から、署名簿を添えて条例制定請求書の提出があり、市長はこれを同日受理し、告示しました。（八幡浜市告示第7号）
	平成28年1月28日	
市長は、制定請求があった「四国電力伊方原子力発電所の再稼働の賛否を問う八幡浜住民投票条例」を議案として市議会臨時会に提出しました。（議案第１号）

市議会は、条例制定請求代表者への意見を述べる機会の付与について、告示しました。（八幡浜市議会告示第１号）


	平成28年1月29日	制定請求があった条例案は、市議会において否決されました。（八幡浜市告示第１２号）




    






          
  この記事に関するお問い合わせ

    
      
総務企画部　総務課
郵便番号：796-8501
住所：愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL：0894-22-5988
FAX：0894-24-0610
E-Mail：soumu@city.yawatahama.ehime.jp
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八幡浜庁舎〒796-8501愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号アクセスはこちら

保内庁舎〒796-0292愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

TEL：(0894)22-3111（代表）FAX：(0894)24-0610（代表）その他市の関連施設の連絡先はこちら

開庁時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日までは除く）
窓口延長業務についてはこちら

法人番号：3000020382043
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